
八王子市初回産科受診料助成金交付要綱 

 

令和５年７月１日施行 

（目的） 

第１条 この要綱は、低所得の妊婦について、経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継

続的に把握し、必要な支援につなげるため、妊娠判定検査のため初めて産婦人科医療機関

を受診した費用（以下「初回産科受診料」という。）を助成するに当たり必要な事項を定

める。また、出産・子育て応援交付金による伴走型相談支援事業と一体的に本事業を実施

することにより、両事業を効果的に推進する。 

（対象者） 

第２条 この事業により助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、妊娠

判定検査のため初めて産婦人科医療機関を受診し、妊娠の判定を受けた者であって、当該

産婦人科医療機関を受診した日（以下「初回産科受診日」という。）において市内に住所

を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

ただし、所得の状況を確認するため、市が世帯の課税状況を確認することに同意した者

及び妊婦健康診査を受託する産婦人科医療機関等の関係機関と市が必要に応じて、当該

者に対する支援に必要な情報（妊婦健康診査の未受診の情報や家庭の状況等を含む。）を

共有することに同意した者に限る。 

（１）本人及び本人と扶養義務関係にある同一世帯に属する者全員（別世帯であって、本人

と生計を一にする場合を含む。）の当該年度の市町村民税均等割が非課税である者。 

ただし、申請月が４月から６月の場合で未申告を除いて当該年度の市町村民税が確

定していない場合は、前年度の市町村民税とする。 

（２）世帯の構成員が生活保護法（昭和 25年法律第 144号）による保護を受けている世帯

に属する者 

（３）第１号に該当しないが、初回産科受診日の属する月の前月から遡って１年間の所得が

減少し、同号に定める者と同等の所得状況にあると認められる者（本人及び本人と扶養

義務関係にある同一世帯に属する者全員それぞれの１年間の所得見込額（収入から経

費等見込額を控除した額をいう。）が、同号の水準に相当する者をいう。） 

（４）第３号に定める者と同等と認められる者 

（助成金の額） 

第３条 助成金の額は、対象者が自己負担した初回産科受診料（国内で受診したものに限

る。）の全額とし、１回の妊娠につき 10,000円を上限とする。 

（助成金の申請） 

第４条 助成金の交付を受けようとする者は、初回産科受診日から１年以内に、初回産科受

診料助成金交付申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請するも

のとする。ただし、証明すべき事実を公簿等により確認できる場合は、この限りでない。 

（１）母子健康手帳 



（２）初回産科受診料の領収書 

（３）第２条各号のいずれかに該当することを証する書類 

（第２条第３号又は第４号に該当するが、該当することを証する書類を提出できない

場合は、申出書（第２号様式）を提出するものとする。） 

（助成の決定等） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める

ときは、初回産科受診料助成金交付決定通知書（第３号様式）により通知し、不適当と認

めるときは初回産科受診料助成金不交付決定通知書（第４号様式）により通知するものと

する。 

（請求及び支払い） 

第６条 助成金の交付決定を受けた者（以下「助成決定者」という。）は、初回産科受診料

助成金請求書兼支払口座振替依頼書（第５号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は前項の請求書の提出を受けたときは、助成決定者が指定する金融機関の口座に

振り込むものとする。 

３ 助成決定者は助成金の受領を委任することができる。 

（助成金の返還） 

第７条 市長は、助成決定者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた

場合は、助成金の決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、当該助成金の全

部又は一部を返還させることができる。 

（補助金制度の見直し） 

第８条 本助成金は、「補助金制度見直し方針」に基づき、定期的に見直しを行うものとす

る。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給について必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

 


